
参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害

福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、自立訓練（生

活訓練）事業所に置くべきサービス管理責任者の配置基準を緩和すること等の

ため、この条例を制定するものである。 

議案第１０号 

 

川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 
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川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例 

 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例（平成２４年川崎市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「第７章 共同生活介護 

第１節 基本方針（第１２４条） 

第２節 人員に関する基準（第１２５条・第１２６条） 

第３節 設備に関する基準（第１２７条） 

第４節 運営に関する基準（第１２８条～第１４１条）」 

を 

「第７章 削除」 

に、 

「第１４章 多機能型に関する特例（第２０１条・第２０２条） 
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第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第２０３条・ 

第２０４条）                      」 

を 

「 第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準 

   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２００条の２・第２００条の 

       ３） 

   第２款 人員に関する基準（第２００条の４・第２００条の５） 

   第３款 設備に関する基準（第２００条の６） 

   第４款 運営に関する基準（第２００条の７～第２００条の１２） 

第１４章 多機能型に関する特例（第２０１条・第２０２条）     」 

に改める。 

 第４条第１項中「第７章」を「第８章」に改める。 

 第５条第１項中「章」の次に「並びに第２００条の１０第３項及び第４項」

を加え、同条第２項中「肢体不自由者」の次に「又は重度の知的障害若しくは

精神障害により行動上著しい困難を有する障害者」を加え、「常時介護を要す

る障害者」を「、常時介護を要するもの」に改める。 

 第６条第１項中「者（以下この章」の次に「、第２００条の２並びに第２０

０条の１０第２項及び第４項」を加える。 

 第８０条第１項第２号ア中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に

改める。 

 第１００条第１項第２号中「第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護

事業者、」を削り、「又は第１９５条第１項」を「、第１９５条第１項」に改

め、「指定共同生活援助事業者」の次に「又は第２００条の４第１項に規定す

る外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」を加え、「「指定共同生活介

護事業者等」を「「指定自立訓練（生活訓練）事業者等」に改め、同号ア中「第



第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第２０３条・ 

第２０４条）                      」 

を 

「 第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準 

   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２００条の２・第２００条の 

       ３） 

   第２款 人員に関する基準（第２００条の４・第２００条の５） 

   第３款 設備に関する基準（第２００条の６） 

   第４款 運営に関する基準（第２００条の７～第２００条の１２） 

第１４章 多機能型に関する特例（第２０１条・第２０２条）     」 

に改める。 

 第４条第１項中「第７章」を「第８章」に改める。 

 第５条第１項中「章」の次に「並びに第２００条の１０第３項及び第４項」

を加え、同条第２項中「肢体不自由者」の次に「又は重度の知的障害若しくは

精神障害により行動上著しい困難を有する障害者」を加え、「常時介護を要す

る障害者」を「、常時介護を要するもの」に改める。 

 第６条第１項中「者（以下この章」の次に「、第２００条の２並びに第２０

０条の１０第２項及び第４項」を加える。 

 第８０条第１項第２号ア中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に

改める。 

 第１００条第１項第２号中「第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護

事業者、」を削り、「又は第１９５条第１項」を「、第１９５条第１項」に改

め、「指定共同生活援助事業者」の次に「又は第２００条の４第１項に規定す

る外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」を加え、「「指定共同生活介

護事業者等」を「「指定自立訓練（生活訓練）事業者等」に改め、同号ア中「第

１２４条に規定する指定共同生活介護、」を削り、「又は第１９４条に規定す

る指定共同生活援助」を「、第１９４条に規定する指定共同生活援助又は第２

００条の２に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助」に、「指定共同

生活介護等」を「指定自立訓練（生活訓練）等」に、「指定共同生活介護事業

所等（当該指定共同生活介護事業者等が設置する当該指定に係る指定共同生活

介護事業所（第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所をいう。）、」

を「指定自立訓練（生活訓練）事業所等（当該指定自立訓練（生活訓練）事業

者等が設置する当該指定に係る」に、「又は指定共同生活援助事業所」を「、

指定共同生活援助事業所」に改め、「指定共同生活援助事業所をいう。」の次

に「）又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所（第２００条の４第１

項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。）をいう。」

を加え、「当該指定共同生活介護事業所等」を「当該指定自立訓練（生活訓練）

事業所等」に改め、同条第２項第２号中「指定共同生活介護事業者等」を「指

定自立訓練（生活訓練）事業者等」に改め、同号ア中「指定共同生活介護等」

を「指定自立訓練（生活訓練）等」に、「指定共同生活介護事業所等」を「指

定自立訓練（生活訓練）事業所等」に改め、同条第３項第１号中「、第１２５

条第１項に規定する指定共同生活介護事業所」を削り、「指定共同生活援助事

業所」の次に「、第２００条の４第１項に規定する外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所」を加え、同号ア中「、第１２４条に規定する指定共同生活

介護」を削り、「指定共同生活援助」の次に「、第２００条の２に規定する外

部サービス利用型指定共同生活援助」を加える。 

 第１０１条中「第７条」を「第５２条」に改める。 

 第１０９条第２号中「第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所

又は」を削り、「指定共同生活援助事業所」の次に「又は第２００条の４第１

項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」を加え、「共同生



活住居」を「共同生活援助を行う住居（以下「共同生活住居」という。）」に

改める。 

 第１１１条第２号中「利用者」を「障害者及び障害児」に改める。 

 第１１４条第１項中「及び第１９５条第１項に規定する指定共同生活援助事

業者」を削る。 

 第１１９条第３項中「共同生活介護」を「共同生活援助」に改める。 

 第７章を次のように改める。 

   第７章 削除 

第１２４条から第１４１条まで 削除 

 第１５７条の次に次の１条を加える。 

（利用者負担額に係る管理） 

第１５７条の２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定

宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項に規定する厚

生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）

事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受

けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係

る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該

指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を支給決定を行っ

た市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福

祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければな

らない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が

定める者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該

指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指



活住居」を「共同生活援助を行う住居（以下「共同生活住居」という。）」に

改める。 

 第１１１条第２号中「利用者」を「障害者及び障害児」に改める。 

 第１１４条第１項中「及び第１９５条第１項に規定する指定共同生活援助事

業者」を削る。 

 第１１９条第３項中「共同生活介護」を「共同生活援助」に改める。 

 第７章を次のように改める。 

   第７章 削除 

第１２４条から第１４１条まで 削除 

 第１５７条の次に次の１条を加える。 

（利用者負担額に係る管理） 

第１５７条の２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定

宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項に規定する厚

生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）

事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受

けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係

る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該

指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を支給決定を行っ

た市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福

祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければな

らない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が

定める者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該

指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指

定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の指定障害福祉サービス等を受けたとき

は、当該指定自立訓練（生活訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る

利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指

定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を支給決定を行った

市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉

サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければなら

ない。 

第１５９条前段中「、第２３条」及び「、第１３１条」を削り、同条後段中

「、第２３条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７１条の規定により読み替えられた

基準省令第２２条に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この条にお

いて同じ。）の」と、「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障

害者」と」及び「、第１３１条中「支給決定障害者が」とあるのは「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７１条の規定により

読み替えられた基準省令第１４４条に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。

以下この条において同じ。）が」と」を削る。 

第１７１条前段中「、第２３条」及び「、第１３１条」を削り、「及び第１

４７条」を「、第１４７条及び第１５７条の２」に改め、同条後段中「、第２

３条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１８

４条の規定により読み替えられた基準省令第２２条に規定する厚生労働大臣が

定める者を除く。以下この条において同じ。）の」と、「当該支給決定障害者

等」とあるのは「当該支給決定障害者」と」を削り、「第１３１条中「支給決

定障害者が」を「第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が

定める者に限る。）」に、「第１４４条」を「第１７０条の２第１項」に、「



が」」を「」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を

除く。）」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１８４条の規定により読

み替えられた基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める

者を除く。）」」に改める。 

 第１９４条中「相談」の次に「、入浴、排せつ又は食事の介護」を加える。 

 第１９５条第１項第１号中「１０」を「６」に改め、同項中第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のア

からエまでに掲げる数の合計数以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関す

る省令（平成２６年厚生労働省令第５号。以下「区分省令」という。）

第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除して得た

数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で

除して得た数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で

除して得た数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．

５で除して得た数 

第１９６条を次のように改める。 

（管理者の設置） 

第１９６条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共

同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所



が」」を「」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を

除く。）」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１８４条の規定により読

み替えられた基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める

者を除く。）」」に改める。 

 第１９４条中「相談」の次に「、入浴、排せつ又は食事の介護」を加える。 

 第１９５条第１項第１号中「１０」を「６」に改め、同項中第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のア

からエまでに掲げる数の合計数以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関す

る省令（平成２６年厚生労働省令第５号。以下「区分省令」という。）

第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除して得た

数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で

除して得た数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で

除して得た数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．

５で除して得た数 

第１９６条を次のように改める。 

（管理者の設置） 

第１９６条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共

同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所

の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることが

できるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供する

ために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。 

 第１９７条を次のように改める。 

（設備） 

第１９７条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同

程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、か

つ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷

地外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居（サテライト型住居（当

該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト

型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に

対する支援を行うもの（以下「本体住居」という。）と密接な連携を確保し

つつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。）

を除く。以下この項及び第４項から第６項までにおいて同じ。）を有するも

のとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は４人以

上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫された

ものでなければならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし、既

存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定

員を２人以上２０人（市長が特に必要があると認めるときは３０人）以下と

することができる。 

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、



市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同

生活住居の入居定員を２人以上３０人以下（ただし、当該共同生活住居を改

築する時点の入居定員と同数を上限とする。）とすることができる。 

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必

要な設備を設けなければならない。 

７ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。 

８ ユニットの基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ １の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上

必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

 ⑵ １の居室の面積は、収納設備等に係る面積を除き、７．４３平方メート

ル以上とすること。 

９ サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 入居定員を１人とすること。 

 ⑵ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 

 ⑶ 居室の面積は、収納設備等に係る面積を除き、７．４３平方メートル以

上とすること。 

 第１９８条を次のように改める。 

（入退居） 

第１９８条 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者

（入院治療を要する者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身

の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえ

た上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行

わなければならない。 



市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同

生活住居の入居定員を２人以上３０人以下（ただし、当該共同生活住居を改

築する時点の入居定員と同数を上限とする。）とすることができる。 

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必

要な設備を設けなければならない。 

７ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。 

８ ユニットの基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ １の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上

必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

 ⑵ １の居室の面積は、収納設備等に係る面積を除き、７．４３平方メート

ル以上とすること。 

９ サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 入居定員を１人とすること。 

 ⑵ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 

 ⑶ 居室の面積は、収納設備等に係る面積を除き、７．４３平方メートル以

上とすること。 

 第１９８条を次のように改める。 

（入退居） 

第１９８条 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者

（入院治療を要する者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身

の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえ

た上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行

わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適

切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携の確保に努めなければならない。 

 第１９８条の次に次の７条を加える。 

（入退居の記録の記載等） 

第１９８条の２ 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該

指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項

（次項において「受給者証記載事項」という。）を、利用者の受給者証に記

載しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞

なく支給決定を行った市町村に対し報告しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１９８条の３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際

は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を

提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定共同生

活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払

を支給決定障害者から受けることができる。 

 ⑴ 食材料費 

 ⑵ 家賃（法第３４条第１項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に

支給された場合（同条第２項において準用する法第２９条第４項の規定に

より特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者



に支払われた場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月額から法第３

４条第２項において準用する法第２９条第５項の規定により当該利用者に

支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を

限度とする。） 

 ⑶ 光熱水費 

 ⑷ 日用品費 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められる

もの 

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額の支払を受けたときは、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付し

なければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項各号に掲げる費用に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければなら

ない。 

 （指定共同生活援助の取扱方針） 

第１９８条の４ 指定共同生活援助事業者は、第２００条において準用する第

６０条第１項に規定する共同生活援助計画（次項において「共同生活援助計

画」という。）に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができ

るよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、その

者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して

指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該



に支払われた場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月額から法第３

４条第２項において準用する法第２９条第５項の規定により当該利用者に

支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を

限度とする。） 

 ⑶ 光熱水費 

 ⑷ 日用品費 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められる

もの 

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の費用の額の支払を受けたときは、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付し

なければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項各号に掲げる費用に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければなら

ない。 

 （指定共同生活援助の取扱方針） 

第１９８条の４ 指定共同生活援助事業者は、第２００条において準用する第

６０条第１項に規定する共同生活援助計画（次項において「共同生活援助計

画」という。）に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができ

るよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、その

者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して

指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該

利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮す

るとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにし

なければならない。 

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項につ

いて、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第１９８条の５ サービス管理責任者は、第２００条において準用する第６０

条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

 ⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等

に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定共同生活援助事業

所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

 ⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立

した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立し

た日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を

行うこと。 

 ⑶ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所

等との連絡調整を行うこと。 

 ⑷ 他の従業者に対して技術指導及び助言を行うこと。 

（介護及び家事等） 

第１９８条の６ 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよ



う努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担によ

り、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第１９８条の７ 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護

事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等をその者又はその家族が行うことが困難である場合は、その

者の同意を得てその者又はその家族に代わって当該手続等を行わなければな

らない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第１９８条の８ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

 ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ⑶ 入居定員 

 ⑷ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類

及びその額 

 ⑸ 入居に当たっての留意事項 

 ⑹ 緊急時等における対応方法 

 ⑺ 非常災害対策 



う努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担によ

り、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第１９８条の７ 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護

事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等をその者又はその家族が行うことが困難である場合は、その

者の同意を得てその者又はその家族に代わって当該手続等を行わなければな

らない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第１９８条の８ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

 ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ⑶ 入居定員 

 ⑷ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類

及びその額 

 ⑸ 入居に当たっての留意事項 

 ⑹ 緊急時等における対応方法 

 ⑺ 非常災害対策 

 ⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類 

 ⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑽ その他事業の運営に関する重要事項 

 第１９９条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に

行うことができる場合は、この限りでない。 

 第１９９条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助

に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる

場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、そ

の結果等を記録しなければならない。 

 第１９９条の次に次の３条を加える。 

（支援体制の確保） 

第１９９条の２ 指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況に応じた必

要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その

他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１９９条の３ 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入

居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第１９９条の４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておく

よう努めなければならない。 



 第２００条中「、第１２８条から第１３３条まで、第１３５条、第１３６条

及び第１３８条から第１４０条まで」を「及び第１５７条の２」に、「第２０

０条において準用する第１３６条」を「第１９８条の８」に、「第２００条に

おいて準用する第１３０条第１項から第３項まで」を「第１９８条の３第１項

から第３項まで」に、「第２００条において準用する第１３０条第２項」を「第

１９８条の３第２項」に、「第２００条において準用する第１４０条第１項の

協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１３２条第１項及び

第１３３条中「第１４１条」とあるのは「第２００条」と、同条第３号及び第

１３５条第１項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定自立訓練（生活訓

練）事業所」を「第１９９条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力

歯科医療機関」と、第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定

共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。）」に改める。 

 第１３章に次の１節を加える。 

    第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準 

     第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 （この節の趣旨） 

第２００条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用

型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に

係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共

同生活援助計画（第２００条の１２において準用する第６０条第１項に規定



 第２００条中「、第１２８条から第１３３条まで、第１３５条、第１３６条

及び第１３８条から第１４０条まで」を「及び第１５７条の２」に、「第２０

０条において準用する第１３６条」を「第１９８条の８」に、「第２００条に

おいて準用する第１３０条第１項から第３項まで」を「第１９８条の３第１項

から第３項まで」に、「第２００条において準用する第１３０条第２項」を「第

１９８条の３第２項」に、「第２００条において準用する第１４０条第１項の

協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１３２条第１項及び

第１３３条中「第１４１条」とあるのは「第２００条」と、同条第３号及び第

１３５条第１項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定自立訓練（生活訓

練）事業所」を「第１９９条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力

歯科医療機関」と、第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定

共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。）」に改める。 

 第１３章に次の１節を加える。 

    第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準 

     第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 （この節の趣旨） 

第２００条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用

型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に

係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共

同生活援助計画（第２００条の１２において準用する第６０条第１項に規定

する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相

談その他の日常生活上の援助（第２００条の４第１項において「基本サービ

ス」という。）及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が

委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サービス事業者」という。）

により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、

排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助（以下「受託居宅介護サービ

ス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並びに人

員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２００条の３ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービ

ス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受

託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域に

おいて共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて共同生活住居にお

いて相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切か

つ効果的に行うものでなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２００条の４ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者（以下

「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。）

に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算

方法で、利用者の数を６で除して得た数以上 



 ⑵ サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごと

に、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げ

る数 

ア 利用者の数が３０人以下 １人以上 

イ 利用者の数が３１人以上 １人に、利用者の数が３０人を超えて３０

又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数とする。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

 （準用） 

第２００条の５ 第１９６条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業について準用する。 

第３款 設備に関する基準 

（準用） 

第２００条の６ 第１９７条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業について準用する。 

第４款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第２００条の７ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障

害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったとき

は、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利

用申込者に対し、第２００条の９に規定する運営規程の概要、従業者の勤務

体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス



 ⑵ サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごと

に、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げ

る数 

ア 利用者の数が３０人以下 １人以上 

イ 利用者の数が３１人以上 １人に、利用者の数が３０人を超えて３０

又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数とする。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

 （準用） 

第２００条の５ 第１９６条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業について準用する。 

第３款 設備に関する基準 

（準用） 

第２００条の６ 第１９７条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業について準用する。 

第４款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第２００条の７ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障

害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったとき

は、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利

用申込者に対し、第２００条の９に規定する運営規程の概要、従業者の勤務

体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス

事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護

サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所（以下「受託居

宅介護サービス事業所」という。）の名称その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込

者の同意を得なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第７７条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配

慮をしなければならない。 

 （受託居宅介護サービスの提供） 

第２００条の８ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービ

ス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、

適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事

業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時

間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 

 （運営規程） 

第２００条の９ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービ

ス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ⑶ 入居定員 

 ⑷ 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から



受領する費用の種類及びその額 

 ⑸ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及

び所在地 

 ⑹ 入居に当たっての留意事項 

 ⑺ 緊急時等における対応方法 

 ⑻ 非常災害対策 

 ⑼ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他事業の運営に関する重要事項 

 （受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第２００条の１０ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅

介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居

宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、

指定居宅介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、

あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第１項に規定する方法により指定居宅

介護の提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事

業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに

係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければ

ならない。 

 （勤務体制の確保等） 



受領する費用の種類及びその額 

 ⑸ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及

び所在地 

 ⑹ 入居に当たっての留意事項 

 ⑺ 緊急時等における対応方法 

 ⑻ 非常災害対策 

 ⑼ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他事業の運営に関する重要事項 

 （受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第２００条の１０ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅

介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居

宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、

指定居宅介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、

あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第１項に規定する方法により指定居宅

介護の提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事

業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに

係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければ

ならない。 

 （勤務体制の確保等） 

第２００条の１１ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に

対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部

サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常

生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共

同生活援助の提供に配慮しなければならない。 

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業

所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指

定共同生活援助を提供しなければならない。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。 

（準用） 

第２００条の１２ 第１２条、第１３条、第１５条から第１８条まで、第２１

条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６０条、

第６２条、第６８条、第７２条、第７５条から第７７条まで、第９０条、第

９２条、第９４条、第１５７条の２、第１９８条から第１９８条の７まで及

び第１９９条の２から第１９９条の４までの規定は、外部サービス利用型指

定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第２１条第２

項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは、「第２００条の１２におい

て準用する第１９８条の３第１項から第３項まで」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第２００条の１２において準用する第１９８条

の３第２項」と、第７７条第２項第３号中「第６７条」とあるのは「第２０

０条の１２において準用する第９０条」と、同項第５号及び第６号中「次条」



とあるのは「第２００条の１２」と、第９４条中「前条の協力医療機関」と

あるのは「第２００条の１２において準用する第１９９条の４第１項の協力

医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５７条の２第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支

給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受

けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大

臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な

外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１

９８条の４第１項及び第１９８条の５中「第２００条」とあるのは「第２０

０条の１２」と、第１９８条の６第３項中「当該指定共同生活援助事業所の

従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び

受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 

 第１５章を削る。 

 附則第２項中「指定共同生活援助事業者」の次に「又は外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者」を加え、「指定共同生活介護の事業等」を「指定共

同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業」に、「第

１２７条第５項から第７項まで」を「第１９７条第６項から第８項まで」に、

「第１９７条」を「第２００条の６」に改める。 

 附則第３項の前の見出し中「指定共同生活介護事業所」を「指定共同生活援

助事業所」に改め、同項中「第１３４条第３項」を「第１９８条の６第３項」

に、「指定共同生活介護事業所」を「指定共同生活援助事業所」に、「第２条

第４号」を「第１条第５条」に、「同条第５号」を「同条第６号」に、「同条

第６号」を「同条第７号」に改める。 



とあるのは「第２００条の１２」と、第９４条中「前条の協力医療機関」と

あるのは「第２００条の１２において準用する第１９９条の４第１項の協力

医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５７条の２第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支

給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受

けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項に規定する厚生労働大

臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な

外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第１

９８条の４第１項及び第１９８条の５中「第２００条」とあるのは「第２０

０条の１２」と、第１９８条の６第３項中「当該指定共同生活援助事業所の

従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び

受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 

 第１５章を削る。 

 附則第２項中「指定共同生活援助事業者」の次に「又は外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者」を加え、「指定共同生活介護の事業等」を「指定共

同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業」に、「第

１２７条第５項から第７項まで」を「第１９７条第６項から第８項まで」に、

「第１９７条」を「第２００条の６」に改める。 

 附則第３項の前の見出し中「指定共同生活介護事業所」を「指定共同生活援

助事業所」に改め、同項中「第１３４条第３項」を「第１９８条の６第３項」

に、「指定共同生活介護事業所」を「指定共同生活援助事業所」に、「第２条

第４号」を「第１条第５条」に、「同条第５号」を「同条第６号」に、「同条

第６号」を「同条第７号」に改める。 

附則第４項中「第１３４条第３項」を「第１９８条の６第３項」に、「指定

共同生活介護事業所」を「指定共同生活援助事業所」に、「第２条第４号」を

「第１条第５号」に、「同条第５号」を「同条第６号」に、「同条第６号」を

「同条第７号」に改める。 

 附則第５項中「第１２５条第１項第２号」を「第１９５条第１項第２号」に

改める。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の条例（以下「旧条例」という。）第１２

４条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧条例第２０３

条に規定する指定共同生活介護の事業等を一体的に行う指定共同生活介護事

業所及び指定共同生活援助事業所は、改正後の条例（以下「新条例」という。）

第１９４条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第１９４条に規定する指定共同生活援助の

事業を行う事業所（次項において「旧指定共同生活援助事業所」という。）

は、新条例第２００条の２に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業を行う事業所（附則第５項において「外部サービス利用型指定共同生

活援助事業所」という。）とみなす。 

４ この条例の施行の際現に存する旧指定共同生活援助事業所について、新条

例第２００条の４の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第１項

第１号中「６」とあるのは、「１０」とする。 

５ 附則第３項の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみ

なされたものについて、新条例第２００条の１０第４項の規定を適用する場



合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事

業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、指定共同生活援助の基準に係る規定の整備を行うこと等のため、この条例

を制定するものである。 




